
令和４年度 いしかわ森林環境税による県産材利用促進対策

対象となる施設： 民間事業者が整備する店舗や事務所等の民間施設

助成施設の要件： 木 造：延床面積 150m2以上、県産材使用率 ５０％以上

木質内外装：県産材施工面積 ３０m2 等

補 助 率：県産材の材料費、県産材に係る工事費及び設計費（木造に限る）の1/2

CLT、不燃木材等の木質新部材の材料費は3/4

補助上限額：木造 延床面積に応じて 200万円～500万円、木質内外装 200万円

（CLT、不燃木材等の木質新部材の場合は上限1.5倍）

住

宅

★いしかわの森で作る住宅推進事業【R4年度予算額：40,000千円】

★いしかわの木を活かす民間施設普及拡大事業【R4年度予算額：4０,000千円】
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事業執行のイメージ

住宅分野における県産材利用を通じ、森林資源の循環利用を促進

Ｒ４年度から、5m3以上と15m3以上の新たな区分を追加しました

民間施設の県産材利用促進のため、木造建築または木質内外装に要する経費の一部を助成します

助成要件を満たす物件を、予算の範囲内で随時採択します

（新部材使用）
150㎡以上〜300㎡未満 2,000千円 3,000千円
300㎡以上〜400㎡未満 3,000千円 4,500千円
400㎡以上〜500㎡未満 4,000千円 6,000千円

500㎡以上 5,000千円 7,500千円
2,000千円 3,000千円

助成区分（いずれか選択）  補助上限額
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木質内外装 ・詳しい応募要件などは、県森林管理課のホームページ掲載の募集要項等をご参照願います
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現地・書類検査

計画承認

計画承認申請

交付申請・実績報告

補助金交付

県産材
使用量

5㎥～７㎥
未満

7㎥～15㎥
未満

15㎥～20㎥
未満

20㎥以上
25㎥以上かつ
県産材使用率

90%以上

木塀・木柵・
ウッドデッキ

助成額 7万円 10万円 15万円 30万円 50万円 5万円～15万円

※住宅助成制度は、助成額区分の追加以外に⼿続き等に変更ありません


